
 

 

高槻市制限付一般競争入札実施要綱 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、建設工事等の制限付一般競争入札の実施に関して必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

（対象） 

第２条  制限付一般競争入札の対象は、次のとおりとする。 

（1）土木・建築・その他の工事 設計金額が８００万円以上 

（2）設計コンサル等業務委託 設計金額が４００万円以上 

２  前項の規定にかかわらず、設計金額が上記の額に至らない場合でも、事情により

制限付一般競争入札の対象とすることができる。また、設計金額が上記の額を超え

る場合であっても事情により、指名競争入札等他の方法によることができるものと

する。 

 

（参加資格） 

第３条  制限付一般競争入札に参加しようとする者は、次の参加要件に該当しなければ

ならない。 

（1）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（2）本市の入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（3）高槻市建設工事請負業者指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。 

（4）対象工事に対応する建設業の許可を受けていること。 

（5）共同企業体方式で施工する場合にあっては、特定建設工事共同企業体を結成す

ること。 

 

（制限の設定） 

第４条  必要があると認めるときは、前条の参加資格要件に加えて次の制限を設けるこ

とができる。 

（1）工事関係 

① 特定建設業の許可（予定価格６，０００万円以上、ただし、建築一式は予定

価格９，０００万円以上） 

② 監理技術者の配置（予定価格６，０００万円以上、ただし、建築一式は予定

価格９，０００万円以上） 

③ 建設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査結果のそれぞれの工種に 

あった総合評定値の下限又は上限及び下限。 

ただし、市外業者及び市内業者を同時に対象とする場合は、市内業者につい

ては、下位の数値で定めることができる。 

④ 対象工事と同種類の公共工事の施工実績 

⑤ その他工事内容に特別の事情がある場合における個別の制限 

（2）設計関係 



 

 

① 経営状況調書の年間平均実績高、自己資本額、常勤職員数等委託内容に必要 

な項目についての下限又は上限及び下限 

② その他委託内容に特別の事情がある場合における個別の制限 

（3）発注日現在の手持工事数、１発注日の応募件数 

（4）制限付一般競争入札成立のための必要最少申込者数 

（5）高槻市工事成績評定結果の入札制度への活用要領に基づく制限 

 

（公告等） 

第５条  制限付一般競争入札に付すときは、高槻市財務規則第９４条の規定に基づき公

告を行わなければならない。 

 

（設計図書等） 

第６条  設計図書等については、電子入札システムまたは高槻市ホームページに掲載

し、閲覧に供するものとする。 

２  入札参加者が設計図書等の内容に質問のあるときは、文書で質問を提出するもの

とし、市は回答を公表する。 

 

（入札参加資格申請） 

第７条  制限付一般競争入札に参加しようとする者は、制限付一般競争入札参加申出書

（以下「申出書」という。）及び共同企業体を対象とするものについては建設工事

入札参加資格申請書（特定建設工事共同企業体）（以下「共同企業体申請書」とい

う。）を入札書と同時に提出しなければならない。 

 

（入札参加資格の事前審査） 

第８条  入札参加資格について、申出書及び共同企業体申請書に基づく事前審査を行

う。不適格者には通知する。 

 

（入札参加資格の事後審査及び落札者の決定） 

第９条  予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みを

した者のうち最低の価格を入札した者又は低入札価格調査制度を適用する場合は

最低の価格を入札した者を落札候補者とする。 

２  落札候補者は、入札参加資格を証明する必要書類を提出しなければならない。 

３  事後審査として落札候補者から提出された書類を審査し､適格者は落札者とす

る。不適格者があったときは､次順位者を落札候補者とする。 

 

（積算内訳書の提出） 

第１０条  制限付一般競争入札は、入札参加者から積算内訳書の提出を求めることがで

きる。 

 

（その他） 



 

 

第１１条  その他制限付一般競争入札の実施に必要な事項は、高槻市入札参加者選考委

員会の意見を聞きその都度定める。 

附 則 

１  高槻市制限付一般競争入札・公募型指名競争入札・意向確認型指名競争入札実施 

基準は廃止する。 

２  この要綱は、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、平成１８年４月１日から適用する。ただし、改正後の第２条第１号括

弧書き及び同条第２号括弧書きについては、平成１８年１０月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、平成２２年１０月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、平成２３年１０月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、平成２８年６月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、令和５年１月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、令和７年２月１日から適用する。ただし、改正後の第６条第１項につ

いては、令和７年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 


